
会　長　山 下 隆 義会 長 挨 拶

今月もはや、２週間が過ぎました。新しい年
のスタートの調子は如何でしょうか。
今月は、「ロータリー理解推進月間で、１月

27日を含む１週間は追悼記念週間」です。会員
にロータリーについて知識と理解を一層深めて
もらい、同時にロータリアン以外の一般市民に
も、ロータリーを知ってもらうためのプログラ
ムを実施する月間です。知識については、情報
ハンドブックやロータリーの友、ガバナー月
信、地区研修、情報委員による会員向けの研修
会を通して深めて頂いているところです。一般
市民への認識向上、認知度アップ等について
は、今年度は、特に、ローテリーデーの実施が
ガバナー方針で示されました。当クラブとして
も、恒例の地域奉仕以外に、商工際での展示コ
ーナー設置、北名古屋市のスポレク際共催を致
しました。

Ｒ情報委員長　熊 澤 勝 則来訪者紹介

朱宮新治様（次期東尾張分区ガバナー補佐・
　　　　　   拡大委員会委員長）

「四つのテスト」

ソングリーダー　住 川 誠 一唱 和

会　長　山 下 隆 義点 鐘

ロータリー理解推進月間
（１月27日を含む１週間：追悼記念週間）

2015年１月14日　第１４７９回　例 会

会場：北名古屋市商工会館

　　司　　　会　　会場委員長　冨 田 昭 雄

1月28日は冬季休会（ＲＩ規定による）

本日のお知らせ　　（１月24日）

【21日の例会変更】
３クラブ合同新年例会

会場／ウエスティンナゴヤキャッスル

ホスト／名古屋清須ＲＣ

（1480回）

次回のお知らせ　　（２月４日）

第８回定例理事会（11:30 ～）
今月のお祝い

クラブ・フォーラム
会場／北名古屋市文化勤労会館

担当／会長・幹事、会場委員会

（1481回）
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《 第1479例会　ニコボックス 》
寄 付 会 員 数
本 日 の 合 計 額
本日までの累計額

10名＋１名
35,000円

1,149,000円

幹　事　片 山 　 進幹 事 報 告

１．会費納入の件
　　まだ未入金の会員様がいますので宜しく
２．米山奨学期間終了者歓送会および指導教員

への感謝の会の案内
３．例会変更の件
　　１月21日（水）→１月24日（土）
　　３クラブ合同新年会
　　場所／ウエスティンナゴヤキャッスル
　　受付／ 16:30より

副委員長　吉 田 　 透出 席 報 告

会員数：33名 出席数：25名 出席率：89.28％
第1477回（前々回）　修正出席率：80.76％
〈メーキャップ〉魚住君、太田（吉）君

朱宮様　本日は例会に出席させていただきあり
がとうございます。どうぞよろしくお願いい
たします。

山下君　拡大委員会委員長朱宮様、卓話よろし
くお願いします。

赤堀君　例会、理事会欠席のお詫び。又誕生日
のお祝いを頂戴してありがとうございます。

熊澤君　本日は卓話者に朱宮様をお迎えして。
お世話になります。

片山君　拡大委員会委員長朱宮君卓話楽しみに
しています。

松浦君　前回の例会遅刻のお詫び。
魚住君　業務多忙です。特に冨田君にはお世話
になっております。

平岩君　次期ガバナー補佐朱宮新治様ようこ
そ！財団時代から大変お世話になりました。

今村君　市の在宅医療連携協議会にて早退しま
す。申し訳ございません。

住川君　未年です。本年もよろしくお願いしま
す。

黒野君　年が明けても寒い日が続きます。健康
第一ですね。

委員長　住 川 誠 一ニコボックス

卓　話
次期東尾張分区ガバナー補佐　朱宮新治様

１月14日　新人研修会を開催しました。
大変盛り上がりました。

いずれに致しましても、無意識に何となくロ
ータリー会員として在籍して親睦、交友を旨と
するのも意義あることでしょう。然し、ロータ
リーの歴史、変遷を勉強して、活動の理論的根
拠を知り知識を共に共有しあえば、親睦交友も
より一層意義あるものとなることでしょう。
私は、どちらかと言えば、勉強もしない不良

会員ですので、皆さんに、ロータリー知識の宝
庫、ザ：ロータリアンになって下さいとは言え
ませんが、この月間を意識して頂きくように希
望致します。
追悼記念週間は、創立者ポール・ハリスの命

日｛1947年（昭和22年）１月27日（79歳）｝を含
む週（１月26日～２月１日）を物故ロータリア
ンの冥福を祈り、生前の貢献を記念する週間と
して設定致しました。当クラブでは、在籍中の
物故者が12名、退会後の物故者が、多分18名
のようです。この方々の冥福を祈り貢献に感謝
したいと思います。本来ならば、年老いても、
最後までロータリアンに在籍して頂き、ロータ
リアンとしてお見送りできるように成って欲し
いと思います。
いずれに致しましても、12ケ月、それぞれ、

各種月間が定められています。会員の皆さんに
対する意識高揚のためのものです。今一度「ロ
ータリー理解推進月間で、１月27日を含む１
週間は追悼記念週間」を一日でも思いめぐらし
てみて下さい。
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